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分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

宿泊施設の水道水の摂取に由来した集団食中毒事例の調査 

研究分担者  島﨑 大  国立保健医療科学院 生活環境研究部  上席主任研究官 

 

研究要旨 
本邦の宿泊施設において、水道水の摂取に由来した集団食中毒事例を調査し、対応策を整理するこ

とを目的とした。国土交通省が公開する水道水の水質汚染事故等の発生状況や、研究機関、自治体に

よる報告を参照し、平成 15 年度から令和 4 年度の水質汚染事故事例のうち宿泊施設にて発生し罹患

者が報告された 5 件を抽出、水道水の汚染の原因ならびに対応策を整理した。各事例ともに、水源水

域の汚染の元となった直接的な排出源は不明であった。すべての事例において、食中毒発生の直接的

な原因は、浄水処理における塩素消毒の不備あるいは未実施であり、塩素消毒を含む水道施設の適正

な運用によって、罹患者の発生は防げると考えられた。すべての事例において小規模の水道施設を使

用しており、このような小規模の水道施設を所管する衛生行政部局や保健所においては、各施設の立

入などにより、衛生管理や塩素消毒の指導を徹底することが強く望まれる。 

A．研究目的 
 今年度は、五類感染症になる前の新型コロナウ

イルス感染症を念頭に、旅館業における特定感染

症の国内発生時に示すことが想定される、具体的

な衛生管理上の対応策を作成すること、また、新

旧の興行場における建築設備や、多様な施設の維

持管理状況等から、その実態や問題点を整理した

資料を作成することを目標としている。ここで

は、本邦の宿泊施設において水道水の摂取に由来

した集団食中毒の事例を調査し、対応策を整理す

ることを目的とした。 
 
B．研究方法 
 国土交通省が公開する水質汚染事故等の発生状

況 1,2,3)、ならびに、国立保健医療科学院による過

去 30 年間の飲料水を介した健康危機事例の収集・

解析事例 4)、国立感染症研究所 5)や各自治体によ

る報告 6,7)を参照、平成 15 年度から令和 4 年度の

水質汚染事故事例のうち宿泊を伴う各種施設（旅

館業法上の対象外である研修施設等を含む）にて

発生し、かつ、罹患者が報告された 5 件を抽出し、

汚染の原因と対応策を整理した。 
 
C．研究結果 

C1．石川県内宿泊施設におけるカンピロバクタ

ーによる集団食中毒の発生 4) 
・発生日：平成 16 年 8 月 17 日 
・患者数（主訴）：５２名（下痢、腹痛等） 
・原因：簡易水道事業により給水された水道水が

疑わしいものの、断定はできなかった。表流水

の急速ろ過方式による浄水処理において、凝集

沈殿および塩素注入の不徹底があった。 
・備考：カンピロバクターは水道原水で陽性・浄

水で陰性であった。大腸菌は浄水で陽性であり、

かつ、給水栓水での残留塩素は検出されなかっ

た。患者便からカンピロバクターが検出された。 
・対策：飲料水利用の停止、凝集沈殿処理の徹底、

塩素注入管理の徹底。 
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C2．大分県内研修施設におけるプレシオモナ

ス・シゲロイデスによる集団食中毒の発生 4,6) 
・発生日：平成 17 年 7 月 6 日 
・患者数：１９０名（摂食者２８０名） 
・原因：排出源は不明であった。専用水道施設に

より給水された水道水。ダム伏流水を原水とし

ており、塩素消毒のみによる浄水処理であった

が、事故当時は塩素剤が注入されていなかった。

給水栓水からプレジオモナス・シゲロイデスが

検出された。 
・備考：当該の専用水道施設は未認可であった。 
・対策：塩素消毒処理の管理徹底。 
 
C3．長野県内宿泊施設における病原性大腸菌

O55 による集団食中毒の発生 4) 

・発生日：平成 17 年 8 月 2 日 
・患者数：４３名 
・原因：排出源は不明であった。自家用水道施設

により給水された水道水。湧水を原水としてお

り、塩素消毒のみによる浄水処理を行っていた。

当該の滅菌浄水装置（塩素滴下装置）の管理が

不十分であり、適切に消毒されていなかった。

給水栓水から大腸菌が検出された。 
・対策：塩素消毒処理の管理徹底。 
 
C4．長野県内宿泊施設における病原性大腸菌

O121 による集団食中毒の発生 2,5) 

・発生日：平成 23 年 7 月 23 日 
・患者数：３７名 
・原因：水源の汚染によると推定。湧水（沢水）を

くみ取り貯水タンクに貯めて塩素を滴下して

使用している自家用水道であるが、当日は塩素

を滴下していなかった。施設の使用水から

O121 および O84 が検出された。患者便からは

O103, O121, O145 の３種の血清型が分離

された。感染者等由来株と施設の使用水由来株

の PFGE パターンが同一であったことから、施

設の使用水が感染源となった可能性が強く示

唆された。 
・対策：塩素消毒処理の管理徹底。 
 

C5．長野県内宿泊施設におけるカンピロバクター

による集団食中毒の発生 3,7) 
・発生日：令和元年 9 月 2 日 
・患者数：４１名 
・原因：患者便及び宿泊施設の水等からカンピロ

バクター属菌が検出された。当宿泊施設は湧水

（沢水）を原水に自家用水道として使用してい

たものの、塩素注入装置の不具合で適切に消毒

されていなかった。利用患者の症状は、カンピ

ロバクター属菌による食中毒の症状と一致し

ていた。このことから、当該施設で調理等し提

供された飲食物を原因とする食中毒と断定さ

れた。 
・対策：当該施設の塩素注入装置の交換を実施。

受水槽を設置している各施設に対し、保健所及

び長野県が立入実施。沢水や井戸水を使用して

いる各施設に対し、衛生管理の徹底と塩素消毒

の実施を指導。 

 

D．考察 

D1．水源水域の汚染 
 各事例ともに水源汚染の原因となった直接的

な排出源は不明であった。水道水の原水として表

流水・伏流水・湧水が用いられていること、一部

の事例では、水道水から糞便汚染の指標である大

腸菌が検出されていることから、水源水域での糞

便等による汚染が考えられた。 
 
D2．浄水処理（塩素消毒）の状態 
 すべての事例において、集団食中毒発生の直接

的な原因は、浄水処理における塩素消毒の不備で

あった。水道水や患者の糞便等から検出された病

原体である、カンピロバクター、プレジオモナス・

シゲロイデス、病原性大腸菌 O55, O121 は、い

ずれも塩素消毒による感受性が高いことから、浄

水処理において適正な濃度の塩素が注入され、給

水末端の水道水まで残存していれば、罹患者の発

生は防げたものと考えられる。 
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D3．水道施設の運用状況 
 5例中 1例は簡易水道事業による水道施設であ

り、急速ろ過および塩素消毒による浄水処理方式

であったものの、凝集沈殿および塩素注入の不徹

底が指摘されていた。また、他の 4 例は宿泊施設

の自家用水道であり、うち 1 例は無認可の水道施

設であった。すべての事例で、水道施設の適正な

運用（浄水処理設備の運転管理ならびに浄水の水

質管理等）が実施されていなかったと考えられる。 
 
E．結論 

 本邦の宿泊施設において、水道水の摂取に由来

して集団食中毒が発生した 5 事例を調査したと

ころ、すべての事例が塩素消毒の不備を直接的な

原因としており、小規模の水道施設における不適

切な運用に由来すると考えられた。このような小

規模の水道施設を所管する衛生行政部局や保健

所は、各施設の立入などにより、衛生管理や塩素

消毒の指導を徹底することが強く望まれる。 
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